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１　戦争に関する資料館検討委員会委員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音別、敬称略）

【顧問】

　　飯島　宗一　　元愛知芸術文化センター総長

【委員長】

　　鈴木　　匡　　(社福)愛知県社会福祉協議会会長

【副委員長】

　◎塩澤　君夫　　元愛知県立大学学長

【委員】

　○安達　厚三　　名古屋市博物館副館長

　　井村　德光　　愛知県町村会会長　　　　　　　　平成 11 年　1 月 11 日から

　　山内　和夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年 12 月 17 日まで

　　内田　康宏　　愛知県議会総務企画委員会委員長　平成 10 年　5 月 22 日から

　　中村　晃毅　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年　5 月 21 日まで

　○江藤　恭二　　愛知淑徳大学現代社会学部長

　　加藤　善章　　愛知県小中学校長会会長

　○角田　重和　　日本労働総連合会愛知県連合会事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年 11 月　1 日から

　○須賀　　正　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年 10 月 31 日まで

　　金澤　正明　　名古屋商工会議所常務理事・事務局長

　　神谷美智子　　愛知県女性団体連盟会長

　　竸　　和巳　　名古屋市総務局長　　　　　　　　平成 10 年　6 月　9 日から

　　日高　正行　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年　6 月　8 日まで

　　倉坪　修一　　名古屋市民生局長

　　　　　

　　久留宮泰啓　　愛知県参事

　　後藤　　淳　　愛知県私立大学協会会長
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　　酒向　莞三　　（株）中日新聞社監査役

　　

　　皿井　吾一　　（財）桜華会館常務理事

　○立松　　宏　　半田市文化財専門委員会委員長

　　田中　泰雄　　愛知県市長会会長　　　　　　　　平成 10 年　6 月　9 日から

　　神田　真秋　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年　6 月　8 日まで

　　戸本　嘉伸　　（社）中部経済連合会常務理事・事務局長

　　永谷　敏一　　愛知県教育委員会生涯学習部長　　平成 10 年　6 月　9 日から

　　湯之上章良　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年　6 月　8 日まで

　　波形　昌洋　　愛知県議会民生労働委員会委員長　平成 10 年　5 月 22 日から

　　河瀬　敏春　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年　5 月 21 日まで

　　西尾たか子　　名古屋市会総務民生委員会委員長　平成 10 年　6 月　9 日から

　　白木　正恒　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　9 年 12 月　3 日から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年　6 月　8 日まで

　　伊藤　年一　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　9 年 12 月　2 日まで

　　長谷川俊和　　愛知県民生部長　　　　　　　　　平成 10 年　4 月　1 日から

　　坪井　敏之　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 10 年　3 月 31 日まで

　　濱中　　勲　　愛知県青少年団体連絡協議会会長

　○松原眞志夫　　愛知県公立高等学校長会会長

　○箕浦　三郎　　愛知県遺族連合会副会長

　○森　　正夫　　愛知県立大学学長

  ○谷田沢典子　　桜花学園大学教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）◎小委員会委員長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◯小委員会委員
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２　戦争に関する資料館検討委員会会則

（名　称）

第１条 この会は、戦争に関する資料館検討委員会（以下「委員会」という。）と称

  する。

（目　的）

第２条 戦争に関する資料館（以下「資料館」という。）の基本計画及び戦争に関す

  る資料（以下「資料」という。）の収集方針について検討することを目的とする。

（検討事項）

第３条 委員会は、次の事項について検討を行う。

（１） 資料館の基本計画に関すること。

（２） 資料の収集方針に関すること。

（３） その他資料館の設置に必要な事項

（構　成）

第４条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

（任　期）

第５条 委員の任期は、２年とする。

２　補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役　員）

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２　委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

３　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

　ときは、その職務を代理する。

（顧　問）

第７条 委員会に、別表に掲げる顧問を置く。

（会　議）

第８条 委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。

２　委員長は、必要に応じて、学識経験を有する者等の出席を求め、その意見を聴

　くことができる。
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（小委員会）

第９条 委員会に、第２条の事項を専門的に検討するため、小委員会を置くことがで

　きる。

２　小委員会は、委員長の指名する委員及び委員長が指名する者で構成する。

３　小委員会の委員のうち、委員長の指名する者が小委員会を統括する。

４　前２項に規定する以外の小委員会に関する事項は、委員会の例による。

（庶　務）

第１０条 委員会の庶務は、戦争に関する資料館調査会において処理する。

（その他）

第１１条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長

       が別に定める。

　      附　則

　この会則は、平成９年８月１日から施行する。
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３　戦争に関する資料館検討委員会検討経過

（１） 戦争に関する資料館検討委員会

開催年月日 検討事項等

第１回 平成 9 年 8 月 1 日
・戦争に関する資料館の在り方について
・事業計画について

第２回 平成 10 年３月 30 日
・資料収集方針について

・平成 9 年度小委員会検討経過報告について

・資料館の基本計画について

第３回 平成 10 年 9 月 16 日 ・基本計画(骨子案)について

第４回 平成 11 年 3 月 18 日 ・委員会報告書(案)について

（２） 小委員会

開催年月日 検討事項等

第１回 平成 9 年 8 月 1 日
・戦争に関する資料館の在り方について

・事業計画について

第２回 平成 9 年 10 月 30 日 ・資料収集方針について

第３回 平成 9 年 12 月 19 日
・資料収集方針について

・基本計画の方針について

第４回 平成 10 年 2 月 13 日
・展示について

・平成 9 年度検討経過報告について

第５回 平成 10 年 5 月 29 日 ・展示について

第６回 平成 10 年 7 月 30 日
・展示について

・基本計画(骨子案)について

第７回 平成 10 年 11 月 12 日 ・基本計画(素案)について

第８回 平成 11 年 2 月 12 日 ・検討委員会報告書(案)について
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４　戦争に関する資料館検討委員会設置に至る経緯

 平成６年  ３月 愛知県議会で「戦争メモリアルセンターの建設について」の請願

を全党一致で採択

 平成６年  ７月 愛知県が「終戦５０周年事業調査検討会議」を設置

 平成６年１２月 「終戦５０周年事業調査検討会議」が報告書を提出

～資料の収集、保存、展示、戦没者の追悼、学習、教育、調査研

究、交流等の機能を持つ施設の設置に向けた検討着手を提言～

 平成７年  １月 名古屋市議会で「名古屋平和メモリアル館の建設に関する件」、「戦

争メモリアルセンター(仮称)の建設を求める件」及び「名古屋空

襲５０年にむけて戦争の実相を伝えることに関する件　第２項」

の３件の請願が全会一致で採択

 平成７年  ９月 愛知県・名古屋市共同で「戦争に関する資料館調査検討委員会」

を設置

平成８年１２月 「戦争に関する資料館調査検討委員会」が、愛知県と名古屋市に

報告書を提出

～資料館の目的、基本的性格、留意すべき考え方、機能を示し、

具体的検討の開始と資料の早期収集を提言～

 平成９年  ８月 愛知県・名古屋市共同で「戦争に関する資料館検討委員会」を設

置するとともに、専門的な検討を行う小委員会を併せて設置


